
○志摩市市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成16年10月1日 

教育委員会規則第40号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、志摩市市民プールの設置及び管理に関する条例(平成16

年志摩市条例第129号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、志

摩市市民プール(以下「市民プール」という。)の管理運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

(管理人) 

第2条 市民プールに、管理人及び監視人を置くことができる。 

(専用利用の許可及び変更申請等) 

第3条 市民プールを専用利用しようとする者は、体育施設等利用許可(変

更・取りやめ)申請書(様式第1号)により申請するものとする。 

2 前項の申請に基づき利用の許可をする場合は、体育施設等利用許可証(様

式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。 

(専用利用変更等の申請) 

第4条 市民プールの専用利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許

可事項を変更し、又は利用を取りやめるときは、体育施設等利用許可(変

更・取りやめ)申請書(様式第1号)を利用日の前日までに志摩市教育委員会

(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。 

(専用利用者の監理義務) 

第5条 専用利用の許可を受けたものは、利用時間中の秩序と安全を保持す

るために必要な監督者を置き、利用中の監理をしなければならない。 

2 専用利用許可を受けたものは、利用を終わったときは直ちに施設内を整

理し、管理人に届けなければならない。 

(許可証の提示) 

第6条 市民プールを利用する者は、市民プールの管理人に利用券(様式第3
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号)及び許可証を提示し、管理人の指示に従って施設整備の借用を受けなけ

ればならない。 

(利用者の遵守事項) 

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 幼児(小学生未満)の施設利用は必ず保護者同伴とする。 

(2) プールを利用するものは、必ずキャップの着用を義務付ける。  

(3) 化粧及び貴金属並びにアクセサリー等を身に付けてプールへ入場し

ないこと。 

(4) 許可を受けないで他の施設を利用しないこと。 

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこ

と。 

(6) 火災の防止に努め所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしない

こと。 

(7) 飲酒及び酒気を帯びて市民プール等へ入場しないこと。 

(8) 利用時における傷害や疾病については、利用者の責任において処理す

ること。 

(9) 貴重品その他持参物等の管理は、利用者の責任において行うこと。  

(10) 利用者は、許可を受けた時間内に入場及び退場すること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。 

(行為の禁止) 

第8条 市民プールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、

特別の許可を受けた者については、この限りでない。 

(1) 一般利用者によるプールの専用利用 

(2) 物品販売その他の営業を行うこと。 

(3) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めることその他これ

らに類する行為をすること。 

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。 
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(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は広告その他これに類す

るものを工作物等に表示すること。 

(使用料の減免) 

第9条 条例第10条第2項の規定による使用料の減免をすることができる場

合は、次のとおりとする。 

(1) 市の主催する大会等に利用する場合 

(2) 市内に所在する公立学校及び公立幼稚園等が教育の目的で利用する

場合 

(3) 社会教育若しくは青少年の健全育成のために組織されている団体等

が、その活動目的の達成のために利用するもので市長が認めたもの 

(4) その他市長が特に認めたもの 

(指定管理者による管理) 

第10条 条例第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる

場合は、第4条中「志摩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあ

るのは「指定管理者」と、様式中「志摩市教育委員会」とあるのは「指定

管理者」と読み替えるものとする。 

(その他) 

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の磯部町町民プールの設置及

び管理に関する条例施行規則(昭和63年磯部町規則第1号)の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 
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附 則(平成19年12月21日教育委員会規則第9号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行日の前日までに、志摩市市民プールの設置及び管理に関

する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この

規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(令和3年9月30日教育委員会規則第12号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 
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様式第1号(第3条、第4条関係) 

様式第2号(第3条関係) 

様式第3号(第6条関係) 
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